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2026.03.15 No.185 JHU NEWS 

1 月 15 日に東京都労働委員会から出された命令を受け、JAL 被解雇者労働組合（JHU）と

JAL 争議支援全国ネットワーク（全国ネットワーク）は、東京都に対して初めてとなる要請

を行い、その後、都庁記者会で記者会見を行いました。（要請文は２枚目） 

JHUと全国ネットワークは、整理解雇後の人員数を隠し、一切説明をしてこなかった JAL

の対応を不当労働行為と認定した今回の都労委命令の意義をさらに広め、解雇争議の全面解

決に向けて JAL を社会的に包囲していきます。 

に

記者会見には 9 社の記者が参加し、行政命令に従わない JAL の姿勢、都労委命令の有効

性、今後の運動など、様々な質問が出されました。組合側からは都労委命令に至るまでの経

緯、命令の内容と意義、労働委員会制度のあり方、今後の運動について説明をしました。 

今回の要請に対し、東京都は財務局経理部総務課の契約調整担当の方が対応されました。

組合側から「都労委命令に従わず、違法行為を続ける企業は公契約を入札する資格はないと

考える。入札参加資格の停止を求める」と要請内容を説明し、要請書を提出しました。担当

者から「要請のスタンスは理解したので、何らかの形で返答をする」と回答がありました。 

【写真】左から、小栗副委員長、山﨑書記長、山口委員長、加藤弁護士、金澤全国ネットワーク共同代表 
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